
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた緊急事態措置 

 

去る５月４日に、国は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）

第 32 条第３項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を５月３１日まで延長し

たところですが、これに伴い、県では、別添のとおり緊急事態措置の延長を行うこととし

ました。 

関係事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大回避という県民あ

げての最重要課題のため、引き続き、御理解、御協力を賜りますようお願いします。 

 

令和２年５月５日 

愛媛県知事 中 村 時 広 

 





 

 

 




